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制
度
の
保
険
料
と
保
険
税
を
そ
れ
ぞ

れ
負
担
し
て
い
た
だ
く
た
め
、
保
険

税
の
軽
減
措
置
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

●
74
歳
ま
で
国
保
加
入
者
で
あ
っ
た

方
が
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加

入
し
た
世
帯
の
場
合

　
世
帯
構
成
や
収
入
が
変
わ
ら
な
け

れ
ば
、
こ
れ
ま
で
と
同
じ
軽
減
措
置

を
受
け
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
に
よ
る
新

た
な
手
続
き
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

●
74
歳
ま
で
会
社
の
保
険
の
加
入
者

で
あ
っ
た
方
が
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
に
加
入
し
た
世
帯
の
場
合

　
65
歳
以
上
の
被
扶
養
者
が
新
た
に

国
保
に
加
入
す
る
と
、
図
１
の
と
お

り
軽
減
措
置
が
受
け
ら
れ
ま
す
。
軽

減
措
置
を
受
け
る
に
は
、
市
役
所
保

険
係
で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

　
65
歳
未
満
で
平
成
21
年
３
月
31
日

以
降
に
離
職
し
、
雇
用
保
険
受
給
資

格
者
証
の
離
職
理
由
に
記
載
さ
れ
て

い
る
番
号
が
、11
、12
、21
〜
23
、31
〜

34
の
方
は
、
保
険
税
を
計
算
す
る
と

き
の
給
与
所
得
が
70
％
軽
減
さ
れ
ま

す
。雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
と
、本

人
確
認
が
で
き
る
書
類
を
持
っ
て
、

市
役
所
保
険
係
へ
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。
軽
減
の
期
間
は
、
離
職
し
た
日

の
翌
日
か
ら
翌
年
度
末
ま
で
で
す
。

　

国
民
健
康
保
険
税（
以
下
、
保
険

税
）の
納
税
通
知
書
を
７
月
上
旬
に

発
送
し
ま
す
。
納
付
書
・
口
座
振
替

に
よ
る
納
付
は
年
８
回
で
す
。
納
期

内
の
納
付
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
保
険
税
の
計
算
は
表
１
の

と
お
り
で
す（
年
度
途
中
で
加
入
・
脱

退
す
る
場
合
は
月
割
で
計
算
）。

　
保
険
税
の
納
付
に
は
、
納
め
忘
れ

の
な
い
便
利
で
確
実
な
口
座
振
替
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。
市
税
等
収
納
取

扱
金
融
機
関
ま
た
は
市
役
所
納
税
課

で
、
振
替
を
希
望
す
る
納
期
限
の
45

日
前
ま
で
に
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

　

次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
方
は
、

表
２
の
と
お
り
、世
帯
主
の
年
金（
老

齢
基
礎
年
金
な
ど
）の
受
給
額
か
ら

保
険
税
を
差
し
引
き
ま
す（
申
請
に

よ
り
口
座
振
替
で
の
納
付
も
可
）。

＊
国
民
健
康
保
険（
以
下
、
国
保
）に

加
入
し
て
い
る
世
帯
主
及
び
世
帯

員
全
員
が
65
〜
74
歳

＊
介
護
保
険
料
が
年
金
受
給
額
か
ら

差
し
引
か
れ
て
い
る

＊
年
金
受
給
額
が
年
額
18
万
円
以
上

＊
介
護
保
険
料
と
保
険
税
の
合
計
額

が
年
金
受
給
額
の
２
分
の
１
以
下

　
75
歳
以
上
の
方
と
国
保
加
入
者
が

い
る
世
帯
で
は
、
後
期
高
齢
者
医
療

表２　年金受給額からの差し引き

仮
徴
収

４月 26年中の所得が確
定するまでは、25
年中の所得で仮算
定した保険税を納
めます。

６月

８月

本
徴
収

10月 26年中の所得が確
定した後は、年間
保険税額から仮徴
収分を差し引いた
額を３回に分けて
納めます。

12月

２月

　
現
在
交
付
し
て
い
る
高
齢
受
給
者

証
の
有
効
期
限
は
７
月
31
日
で
す
。

　
前
年
の
所
得
に
よ
り
負
担
割
合
を

再
判
定
し
、
８
月
か
ら
使
用
で
き
る

受
給
者
証
を
７
月
下
旬
に
送
付
し
ま

す
。
有
効
期
限
の
過
ぎ
た
受
給
者
証

は
市
役
所
保
険
係
、
東
部
出
張
所
、

あ
い
ぽ
っ
く
の
い
ず
れ
か
へ
返
却
し

て
く
だ
さ
い
。

　
認
定
証
の
有
効
期
限
は
７
月
31
日

で
す
。
８
月
以
降
も
利
用
を
希
望
す

る
方
、
新
た
に
必
要
な
方
は
市
役
所

保
険
係
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
新
し
い
認
定
証
の
発
行
は

７
月
下
旬
か
ら
で
す
。

　
保
険
税
は
、
加
入
手
続
き
を
し
た

月
か
ら
で
は
な
く
、
資
格
を
得
た
月

分
か
ら
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
。
手

続
き
が
遅
れ
た
場
合
は
、
遡
っ
て
納

め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
会
社
な
ど
の
健
康
保
険
に

加
入
し
た
と
き
は
、
変
更
の
あ
っ
た

日
か
ら
14
日
以
内
に
市
役
所
保
険
係

へ
資
格
喪
失
届
を
提
出
し
、
国
保
を

や
め
る
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

☆
詳
し
く
は
、
保
険
係
へ
。

国
民
健
康
保
険
制
度
の
お
知
ら
せ

納
税
通
知
書
を
送
付

年
金
受
給
額
か
ら
の
差
し
引
き

非
自
発
的
失
業
者
の
保
険
税
を

軽
減

新
し
い
高
齢
受
給
者
証
を
送
付

限
度
額
適
用
認
定
証
と
減
額

認
定
証
の
更
新

加
入
や
脱
退
は
届
け
出
を

便
利
で
確
実
な
口
座
振
替
の

ご
利
用
を

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
者
と

同
じ
世
帯
の
方
の
保
険
税
を
軽
減

表１　１世帯当たりの保険税の計算（年額）

区　　分 医　　療
給付費分

後期高齢者
支 援 金 分

介　　護
納付金分

所得割（26年
中の所得に
対して計算）

税率
4.85％

税率
1.90％

税率
1.55％

均等割（国保
加入者１人
につき定額）

２万5000円 １万1000円 １万4000円

課税限度額 52万円 17万円 16万円

※介護納付金分は、40 ～ 64歳の方が対象です。

図１　 〈軽減例〉74歳まで会社の保険に加入していた方の世帯 
で新たに国民健康保険税の負担が増える場合

75歳の誕生日になり、後
期高齢者医療制度に自動
加入（会社の保険を脱退）

夫の保険の脱退により
新たに国保に加入

※ 74歳まで国保加入者
であった方が後期高
齢者医療制度に加入
した場合の軽減の手
続きは、必要ありま
せん。

夫 74歳で会社の保
険に加入してい
る世帯主（国保加
入者を除く）

妻 65歳以上で夫（世帯
主）の保険の被扶養
者（自分では保険料
を払っていない）

会社の保険（被用者保険）

後期高齢者医療
制度の保険料 国民健康保険税それぞれの

分を負担

当分の間、下の軽減措置
が受けられます（手続き
が必要）。
【国民健康保険税の軽減】
＊ 所得割額が免除
＊均等割額が半額


